
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

１６ 心室性期外収縮に対するノイキノン錠の投与について 

 

《平成２９年９月２５日》 

 

○ 取扱い 

 

基礎疾患を伴わない心室性期外収縮に対するノイキノン錠の投与は、原則

として認めない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

期外収縮は正常調律より早いタイミングで起こる異所性興奮であり、心室

性期外収縮は心室から刺激が発生し、心室の興奮が心房の興奮より先に起こ

るものをいう。 

心室性期外収縮は、基礎心疾患（虚血性心疾患、心臓弁膜症、心不全等）に

伴って出現する場合もあるが、多くは、基礎疾患を認めない特発性であり、健

常者でもみられる疾患である。 

ノイキノン錠は、代謝性強心薬（ユビデカレノン製剤）で、効能・効果は「基

礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状」である。 

また、添付文書の臨床効果に「虚血性心疾患、高血圧症やリウマチ性心疾患

等に基づくうっ血性心不全の自他覚症状（浮腫、肺うっ血、肝腫脹や狭心症状

等）に対して（略）有用性が認められている。」とあることから、当該薬剤は

基礎疾患として心疾患、高血圧症等がある患者の心不全症状に対して有効性

が認められている。 

心室性期外収縮の原因となる心疾患の一つとして心不全があるが、原因の

多くは特発性であることから、心室性期外収縮の傷病名のみで、基礎疾患とし

て心疾患を有していると判断することは困難である。 

よって、別に心疾患の傷病名がない場合の心室性期外収縮に対するノイキ

ノン錠の投与は、原則認められないと判断した。 
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